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秦野市ＬＰガス物価高騰対応支援金交付要綱 

（令和５年７月１日施行） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生

活者や事業者に必要な支援を実施するため、液化石油ガス販売事業者等がこ

れらの者に対して負担軽減を行った場合に、予算の範囲内において支援金を

交付することについて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号

に定めるところによる。 

 (1) 液化石油ガス販売事業者 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律（昭和４２年法律第１４９号。次条において「液化石油ガス

法」という。）第３条第１項の登録を受けている者 

 (2) ガス小売事業者 ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３条の登録

を受けている者 

２ この要綱において使用する用語の意義は、前項各号に定めるもののほか、

関係法令等で定める用語の意義の例による。 

（支援金の交付の対象事業及び対象者） 

第３条 支援金を交付する事業は、次項各号に掲げる者が本市内の一般消費者

等に対して、ＬＰガスの物価高騰に伴い、令和５年１０月から同年１２月ま

での間（以下「交付対象期間」という。）におけるＬＰガスの使用料金の負

担軽減を行う事業（以下「支援金事業」という。）とする。 

２ 支援金の交付対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 液化石油ガス販売事業者で、本市内の一般消費者等に販売しているもの 

 (2) ガス小売事業者のうち、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導

管によりこれを供給し、一つの団地内におけるガスの供給地点の数が７０

以上である小売供給を行う事業を行うもので、本市内の一般消費者等（液

化石油ガス法第２条第２項に規定する一般消費者等と同視できる者に限

る。）に販売しているもの 

（支援金の額） 

第４条 支援金は、支援金事業として値引き販売を行った場合に交付し、その

額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれの各号に掲げる額とす

る。 
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 (1) 一般消費者等の負担軽減の経費 １か月当たり契約 1 件につき、３８０

円又は実際の値引き額のいずれか低い額 

 (2) 支援金事業の実施のための経費 支援金事業に係る販売所又は営業所 

１か所につき、１５０，０００円 

（支援金事業への参加申請等） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、令和５年７月から同年８月まで

の間に、ＬＰガス物価高騰対応支援金事業参加申請書（第１号様式）に第３

条第２項各号のいずれかに該当することを証明する書面を添えて、申請する

ものとする。 

２ 前項の申請をした者がその申請を取り下げようとするときは、速やかに、

書面（任意様式）により、その旨を申し出るものとする。 

（事業承認等） 

第６条 前条第１項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、行おう

とする負担軽減が支援金事業として認めることができるときは、支援金事業

として承認する。 

２ 前項の承認（以下「事業承認」という。）をしたときは、事業承認をした

者に対して、ＬＰガス物価高騰対応支援金事業参加承認通知書（第２号様式）

により、その旨を通知する。この場合において、必要な条件を付すことがで

きる。 

３ 第１項の審査の結果、支援金事業として認めることができないとしたとき

は、ＬＰガス物価高騰対応支援金事業不承認通知書（第３号様式）により、

その旨を通知する。 

（事業承認後の取下げの申出） 

第７条 事業承認を受けたもの者（以下「支援事業者」という。）が、事業承

認を受けた支援金事業を中止するときは、事業承認の通知を受けた日の翌日

から起算して１０日以内に、書面（任意様式）によりその旨を申し出るもの

とする。 

（支援金交付申請） 

第８条 支援事業者は、支援金事業を完了したときはＬＰガス物価高騰対応支

援金交付申請書（第４号様式）に、実績報告書に記載した内容を確認できる

書類等を添えて、その完了の日から３０日を経過する日までに交付を申請す

るものとする。 

２ 支援事業者は、支援金事業が完了する前においても、交付対象期間の各月
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において行った支援金事業について、前項の規定による申請をすることがで

きる。この場合において、申請の期限は、その月における事業が完了した日

の翌日から起算して３０日以内とする。 

（支援金の交付決定） 

第９条 前条の規定による申請があったときは、これを審査し、支援金を交付

することが適当であると認めるときは、ＬＰガス物価高騰対応支援金交付決

定通知書（第５号様式）により通知する。 

（事業承認の取消し） 

第１０条 支援事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、事業承認の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 第３条第２項各号のいずれにも該当しないことが判明したとき。 

 (2) 事業承認の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に基づき

市長が行った指示に違反したとき。 

 (3) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明したとき。 

 (4) 前３号に定めるもののほか、支援金事業の趣旨に照らし事業承認を取り

消すことが適当であると認めるとき。 

２ 前項の規定により事業承認を取り消すときは、ＬＰガス物価高騰対応支援

金事業承認取消通知書（第６号様式）により、その旨を通知する。 

（支援金の返還） 

第１１条 前条の規定により事業承認を取り消された者は、取り消された事業

承認に基づき交付された支援金を返還しなければならない。 

２ 市長は、前項の事業承認を取り消された者に対して、返還の期限その他支

援金の返還について必要な事項を指示するものとする。 

（検査及び指示） 

第１２条 市長は、支援金の適正な交付のため必要があると認めるときは、支

援事業者に報告を求め、又はその職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、

帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

２ 市長は、支援金事業の実施又は支援金の交付上必要があると認めるときは、

支援事業者に対して、支援金事業の実施方法その他の事項について指示をす

ることができる。 

（帳簿書類の整備） 

第１３条 支援金の交付を受けた事業者は、事業に係る収入及び支出を明らか
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にした帳簿を備え、その収入及び支出について証拠書類を整理し、その帳簿

及び証拠書類を支援金の交付を受けた日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合にあっては、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管

しなければならない。 

２ 支援金の交付を受けた事業者が前項に規定する証拠書類等の保存期間が満

了しない間に解散するときは、その権利義務を承継する者（権利義務を承継

する者がいない場合にあっては、市長）にその証拠書類を引き継がなければ

ならない。 

（届出事項） 

第１４条 支援事業者は、次の各号（法人以外の者にあっては、第２号及び第

３号を除く。）のいずれかに該当するときは、速やかにＬＰガス物価高騰対

応支援金事業代表者等変更届（第 7 号様式）により、その旨を市長に届け出

なければならない。 

 (1) 名称を変更したとき。 

 (2) 代表者を変更したとき。 

 (3) 法人番号を変更したとき。 

 (4) 住所を変更したとき。 

 (5) その他申請内容に変更があったとき。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、

秦野市補助金交付規則（昭和５３年秦野市規則第２号）の規定の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行し、令和６年３月３１日限り、その

効力を失う。 


